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問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
３
０
７
）

申
告
相
談
が
事
前
予
約
制
に
な
り
ま
す

お知らせ

　
２
月
～
３
月
に
市
役
所
で
実
施
し

て
い
る
申
告
相
談
が
、
事
前
予
約
制

と
な
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
予
防
対
策
の
た
め
、
事
前

に
申
告
日
時
を
予
約
し
て
も
ら
い
、

待
合
室
の
混
雑
緩
和
や
待
ち
時
間
の

短
縮
を
図
り
ま
す
。

▼
申
告
期
間
＝
令
和
３
年
２
月
12
日

　
㈮
～
３
月
15
日
㈪
の
平
日
（
２
月

　
21
日
㈰
と
２
月
28
日
㈰
は
休
日
開

　
庁
し
ま
す
）

■
予
約
制
に
つ
い
て

　
前
回
、
市
役
所
で
申
告
し
た
方
に
、

申
告
案
内
は
が
き
を
１
月
上
旬
に
発

送
し
ま
す
。そ
の
う
ち
、事
業
所
得（
営

業
・
農
業
）
や
不
動
産
所
得
の
あ
る

方
、
年
金
収
入
の
み
の
方
に
つ
い
て

は
、
申
告
日
時
を
指
定
し
て
い
ま
す
。

◎
指
定
さ
れ
た
日
時
で
都
合
が
悪
い

　
方
は
、
予
約
の
変
更
を
お
願
い
し

　
ま
す
。
ま
た
、
今
回
は
申
告
の
必

　
要
が
な
い
方
は
、
予
約
の
取
消
し

　
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
日
時
指
定
さ
れ
て
い
な
い
方
で
、

　
申
告
が
必
要
な
方
は
、
日
時
の
予

　
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
は
が
き
が
届
い
て
い
な
い
方
で
申

　
告
が
必
要
な
方
は
、
日
時
の
予
約

　
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
予
約
（
変
更
・
取
消
）
方
法

①
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

　
の
受
け
付
け
（
24
時
間
可
）

　
希
望
日
の
３
日
前
の
午
後
５
時
ま

　
で
受
け
付
け
で
き
ま
す
。

▼
受
付
期
間
＝
令
和
３
年
１
月
15
日
㈮

　
～
３
月
12
日
㈮
午
後
５
時

▼
例
＝
希
望
日
（
申
告
日
）
が
２
月

　
12
日
㈮
の
場
合
、
２
月
９
日
㈫
の

　
午
後
５
時
ま
で
予
約
（
変
更
・
取

　
消
）
可
能

②
電
話
で
の
受
け
付
け（
時
間
指
定
）

　
予
約
受
付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
で
、
オ

　
ペ
レ
ー
タ
ー
が
予
約
の
受
け
付
け

　
を
行
い
ま
す
。
希
望
日
の
３
日
前

　
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
＝
令
和
３
年
１
月
15
日
㈮

　
～
３
月
12
日
㈮
（
土
、
日
、
祝
日

　
を
除
く
）
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
30
分

　
予
約
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス

や
電
話
番
号
は
、
広
報
１
月
号
に
掲

載
し
ま
す
。

■
注
意
点

①
予
約
を
せ
ず
に
来
庁
し
た
場
合

　
は
、
そ
の
場
で
予
約
を
し
て
い
た

　
だ
き
、
予
約
日
時
に
、
再
度
、
来

　
庁
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

②
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）
や
不

　
動
産
所
得
の
収
支
内
訳
書
は
、
郵

　
送
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
１
月
中

　
旬
以
降
に
市
役
所
（
伊
奈
庁
舎
・

　
谷
和
原
庁
舎
）
ま
で
取
り
に
来
て

　
い
た
だ
く
か
、
市
Ｈ
Ｐ
よ
り
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
３
０
７
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自
宅
で
確
定
申
告
書
を
作
成
を
し
て
み
ま
せ
ん
か

お知らせ

ス
マ
ホ
や
Ｐ
Ｃ
で
確
定
申
告

書
の
作
成
が
で
き
ま
す

　
「
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
か
ら

確
定
申
告
書
の
作
成
が
で
き
ま
す
。

ご
自
分
で
作
成
し
た
確
定
申
告
書

は
、
印
刷
し
郵
送
で
提
出
（
申
告
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使
え
ば
、
確

定
申
告
書
を
電
子
送
信
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）

【
ス
マ
ホ
申
告
の
お
問
合
わ
せ
】

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル

プ
デ
ス
ク　

☎
０
５
７
０
‐
01
‐

５
９
０
１

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
発
行
会

の
お
知
ら
せ

　

ス
マ
ホ
や
Ｐ
Ｃ
で
の
申
告
に
は
、

事
前
に
Ｉ
Ｄ
（
利
用
者
識
別
番
号
）

と
パ
ス
ワ
ー
ド
（
暗
証
番
号
）
の
取

得
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
は
税
務
署
で

発
行
し
て
い
ま
す
が
、
下
記
の
日
程

で
市
内
の
会
場
で
も
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

月日 開催時間 開催会場

12月 15日㈫
午前 10時～ 11時 30分 小絹コミュニティセンター

午後２時～３時 30分 みらい平コミュニティセンター

12月 16日㈬ 午後２時～３時 30分 板橋コミュニティセンター

12月 18日㈮ 午後２時～３時 30分 谷井田コミュニティセンター
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市
・
県
民
税
申
告
書
作
成
支
援
に
つ
い
て

お知らせ

　
市
・
県
民
税
申
告
書
作
成
支
援
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
市
・
県
民
税
申
告
書
が
作

成
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

市
・
県
民
税
の
仮
計
算
も
で
き
ま
す
。

　
画
面
の
指
示
に
従
っ
て
必
要
事
項

を
入
力
す
る
こ
と
で
、
ご
自
宅
で
簡

単
に
市
・
県
民
税
申
告
書
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申

告
書
を
印
刷
し
、
関
係
書
類
を
添
付

し
て
市
税
務
課
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
書
の
電
子
デ
ー
タ
に
よ

る
提
出
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
令
和
３
年
２

月
上
旬
か
ら
利
用
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ド
が
発
行
可
能
で
す
。
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
を
取
得
し
て
、
ご
自
分
で
申

告
書
を
作
成
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◎
持
参
す
る
も
の

①
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で

　
き
る
書
類

②
す
で
に
Ｉ
Ｄ（
利
用
者
識
別
番
号
）

　
を
お
持
ち
の
方
は
、
そ
の
番
号
が

　
わ
か
る
書
類

11


